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平
成
27
年
度
が
ス
タ
ー
ト
し
て
、
は
や
１
か
月
。
新
規

採
用
職
員
も
仕
事
に
慣
れ
始
め
て
い
ま
す
。
彼
ら
に
は

「
人
の
た
め
、
社
会
の
た
め
、
次
の
時
代
の
た
め
に
生
き
る

と
い
う
生
き
方
を
貫
い
て
ほ
し
い
。
そ
し
て
、
常
に
市
民

目
線
で
い
る
よ
う
に
」
と
伝
え
ま
し
た
。
若
者
の
特
権
で

あ
る
躍
動
感
で
市
役
所
を
動
か
し
て
く
れ
る
こ
と
を
期
待

し
ま
す
。

さ
て
、
今
年
度
は
、
人
口
減
少
と
地
方
創
生
に
国
を
挙

げ
て
取
り
組
む
ス
タ
ー
ト
の
年
で
す
。
市
役
所
の
組
織
を

見
直
し
、
地
方
創
生
や
人
口
減
少
に
対
す
る
施
策
を
推
進

し
て
い
く
「
み
ら
い
創
生
課
」、
Ｊ
Ｒ
３
駅
活
性
化
や
空
き

家
問
題
な
ど
へ
の
取
組
を
強
化
す
る
「
地
域
振
興
課
」
を

設
置
し
ま
し
た
。

ま
た
、
国
の
地
方
創
生
人
材
支
援
制
度
を
活
用
し
、
民

間
か
ら
の
人
材
派
遣
も
受
け
ま
し
た
。「
シ
テ
ィ
マ
ネ
ー
ジ

ャ
ー
」
の
も
た
ら
す
新
し
い
外
か
ら
の
風
と
、
職
員
が
地

道
に
積
み
上
げ
て
き
た
構
想
を
ぶ
つ
け
合
い
、
今
、
市
役

所
内
に
化
学
反
応
が
起
き
つ
つ
あ
り
ま
す
。

同
時
に
、
米
原
市
の
未
来
を
よ
り
確
か
な
も
の
と
す
る

に
は
、
市
民
の
み
な
さ
ん
、
関
係
団
体
や
民
間
事
業
者
の

み
な
さ
ん
の
「
ど
ん
な
米
原
市
に
し
た
い
の
か
」「
ど
ん
な

地
域
で
あ
る
べ
き
か
」
の
思
い
や
願
い
、
提
案
や
情
報
提

供
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
市
民
、
み
な
さ
ん
の
積
極
的
な
市

政
へ
の
参
画
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
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■問 健康福祉部　福祉支援課（山東庁舎） 1 55－8110 5 55－8130

「居場所づくり」事業
自治会館、集会所、空き家など、高齢者同士ま

たは世代間の交流を図るために自由に集える場づ
くりを行う事業。

地域お茶の間創造事業説明会

日時　５月８日（金） 14時～
場所　市役所　山東庁舎　別館2階　会議室２AB

「ボランティア拠点」事業
居場所を拠点に、地域の課題解決や高齢者等の

困りごとをお手伝いしたり、サービスを提供する
事業。

対象となる事業

平成27年度

「地域お茶の間創造事業説明会」を開催します
少子高齢化が進

行する今、子ども
から高齢者まです
べての市民が住み
慣れた地域で安心
して暮らせるよう、
地域で支え合う仕
組みが必要です。
市では、平成25・26年度に実施したモデル事業

の成果を踏まえ、引き続き、地域での支え合い活
動により、元気な高齢者が活躍し、支援の必要な
高齢者が身近なところでサービスを受けられるよ
うな居場所づくりに対する支援を行います。

地域お茶の間創造事業に関心のあ
るみなさん、説明会にぜひご参加
ください。事前の申込は不要です。
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■問 米原市青少年育成市民会議
（山東庁舎　子育て支援課内）
1 55－8104 5 55－4040

■問 市　防災危機管理課（近江庁舎）
1 52－6630 5 52－6930

子どもと高齢者の交通事故防止
～キラリ輝く　おうみ交通マナー～

●自転車安全利用の促進
●すべての座席のシートベルト着用と
チャイルドシートの正しい着用の徹底
● 飲酒運転の根絶

5月20日は
「交通事故死ゼロを目指す日」です！

5月20日は
「交通事故死ゼロを目指す日」です！

市民みんなで取り組む

「あいさつ運動」
平成27年度も市民のみなさん、各種団体、学校、

園等の協力を得て毎月1日の7時30分～8時15分に
「あいさつ運動」を実施します。（1日が土日祝日の場
合は、翌平日に実施。8月、1月、2月は実施しませ
ん）
あいさつ運動にご協力いただける人（または団体）

で、あいさつ運動タスキが必要な場合は、下記へお
知らせください。また、各自
治会の集会所に「あいさつ運
動のぼり旗」の掲出をご協力
いただける自治会は、下記へ
ご連絡ください。
市内に元気なあいさつの声

が響き、市民の心のつながり
が深まるようご協力をお願い
します。

春の全国交通安全運動
運動期間　5月11日(月)～20日(水)

期間中市内各所でさまざまな交通安全運動を実施
します。市民のみなさんも交通マナーを守り悲惨な
交通事故をなくしましょう！

お 得 な セ
 ッ ト が 

盛 り だ く
 さ ん ！ ！ 

します！ 

人 

人 

人 へ 

です。 
5月1日(金)～平成28年1月31日(日)です。 
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